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校則見直しにチャレンジ!!

みんなの声
聴かせて

ください !
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女子だけ指定の

千円もする靴下

髪は黒、
ツーブロック禁止

地毛が茶色なのに

黒に染めさせられた

なんで
いまどきスマホ禁止 !?

肌着の色は白のみ

スカート丈はひざ下

あなたの声を
聴かせてください！
困ったらご相談を
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日本共産党愛知県議団ニュース号外  2024年春 ご意見・ご要望をお寄せください。

差別や人権侵害になっていないか

あなたの校則を3つのポイントでチェックしよう

生徒の声を反映させた見直しをすすめよう

経済的な負担を強いていないか

合理的に説明できないものがないか

●女子だけ一足千円もする指定の靴下。ジェンダー平等にも反する
●コートも指定ですごく高い
●アウター（上着）は禁止。寒くてもガマンしなきゃいけない
●�シュシュ（髪飾り）禁止。なぜ
●�先生も校則をわかっていない。先生それぞれ言うこと
が違う先生も説明できないような校則は変えてほしい

●自主性を大事に、と言いながら真逆の校則がある。自分たちで変えたい
●高校生の声を聴き、
　校則問題を議会でとりあげてくれた議員がいることに安心した
●モヤモヤしていること、疑問に思っていたことが話せ、未来が明るくなった
●自分の学校にも校則公開を提案してみたい
●制服改革の活動に行き詰まっていましたが、あきらめずに進んでいきたい

理不尽な校則

高校生の感想

深刻な実態
が次 と々

懇談を終えて…

しもおく奈歩県議は豊橋駅頭でほぼ毎週シールアンケートを実施中。
「アリーナで豊橋公園の樹木が伐採されるのはいや。」「我が家は事実婚。
選択的夫婦別姓をぜひ。」「親に学費を払ってもらった。学費は半額に！」
「裏金づくりやってる政治家ではダメ！」との声も。
ここで寄せられた声も質問につながりました。

シールアンケート実施中 校則見直しの声も

私たちが変える！理不尽な校則

女子だけ、男子だけに
指定の服、実は
ジェンダー差別に
該当します

活動報告

高校生と懇談するしもおく県議

しもおく奈歩

校則アンケート

各種SNS しもおく奈歩
公式LINE



校則見直しチャレンジ

STEP1   聞く、調べる
● 校則について調べましょう。

STEP2  話し合う
● 生徒同士で。先生と。

STEP3  はたらきかける
● アンケートや署名、
  ディスカッションなど。

2024年3月までに
150校で高校の校則をHPで公開します！

（県教育委員会の議会答弁）

一宮工科高校では、
生徒や職員に
アンケートを実施

●頭髪の染色や化粧を一定程度認め
るといった新しい校則の案ができ
ました！
●試験的に運用しその後、新しい校則
をブラッシュアップ
していく予定です。

声をあげれば校則は変えられる！
足助高校では、

昨年度から今年にかけて生徒が
主体となって校則を考える

ルールメイキング
プロジェクト
が立ち上がりました。
制服やスマートフォンの
取り扱いなどについて、

校則の見直しに取り組んでいます。

私たちの参加で
校則を見直すとりくみ
が始まっています！おかしな校則

見直す必要

４年に１回 質問させない県議会しか はおかしい！
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1987年生まれ。豊橋市出身。日本共産党愛知県議会議員。
若者の声を届けたいと若い仲間と一緒に取り組みブラック企業で
苦しむ声や学費の問題に取り組んでいます。
非正規労働者やジェンダー問題も議会でとりあげています。

しもおく奈歩
公式LINE

県教育委員会

例えば・・・

Let’s 校則チェンジ！
誰でも自由に意見を言える
権利があります！

みなさんの声を
お寄せください

12 月県議会
教育スポーツ

委員会

しもおく県議の質問に
県教育委員会が答えました。Q&A

子どもの権利条約の 4 原則が重要。
人権侵害の可能性のあるものや個別の事情による
生徒への配慮に欠けているものがないか見直していく。

髪色が黒であることを前提とされた
校則は多様性の観点から問題では？

校則により一定の制限を行うことはあり得ると考えて
いるが生まれつきの髪の色や質などを校則に合うよう
に変えさせることは適切ではない。

自分たちが良いと思う校則に

しもおく県議

しもおく奈歩

●差別の禁止
（差別のないこと）
●子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと）●生命と発達の保障（命を守られ成長できること）●意見表明権（自由に意見を言えること）

子どもの権利条約4原則

説明できない校則
などは全ての
県立高校で見直す！




